
KECC第6回定例セミナー <YOLO JAPAN共催>

2020年11月25日 (水)
13:20-16:00（受付開始13:00）

YOLO JAPAN 大阪オフィス
（大阪府大阪市浪速区恵美須西３丁目１３−２４）

※新今宮駅から徒歩２分

第
１
部

15:30～16:00

グループ・コンサルティング

登壇者：木林 真俊氏（株式会社YOLO JAPAN）

13:20～14:00

助成金を活用した優秀な外国人スタッフの採用＆育成

数名の参加者に1名の弁護士または社会保険労務士が入り、
テーマについての理解を深めます。

お申し込みは下記URL、お電話、Eメールにて承ります。

URL: https://20201125kaigaikoyou.peatix.com/
TEL： 06-6136-3194 E-mail info@kecc.jp

参加費 無料
日
時

会
場

定員 30名

第
2
部

登壇者：中野礼子氏（社労士・KECC相談員）

14:00～14:45

外国人人材の職場定着と助成金の為に知っておきたい労務

第
3
部

登壇者：石橋駿一氏（弁護士・KECC相談員）

14:45～15:30

トラブル回避の為に外国人雇用で押さえておくべき労働判例

※起業家、経営者、人事・労務担当者など、
本テーマに興味のある方は、どなたでも
ご参加可能です。

高校をアメリカで過ごし、2009年にYOLO JAPANに入社。2012年にフィリピンオフィ
スの立ち上げ及び現地責任者。帰国後、YOLO JAPANのローンチと共に外国人導入のコ
ンサルティングを行う。

2002年〜2003年大学在学中に中国浙江省浙江大学に語学留学。
帰国後、８年間事業協同組合にて研修制技能実習生のVISA申請書類作成、
中国語現場通訳、社労士として外国人材雇用の中小企業を巡回指導。
2013年〜2015年浙江大学公共管理学院社会保障学部修士過程修了
2019年日本に帰国後は会計事務所にて中国語通訳及び労働相談、助成金申請等を担当

平成２９年に弁護士登録（７０期）。平成２２年度の社会保険労務士試験に最年少合格（未
登録），大学時代は労働法ゼミで同法を専攻。平成２８年に京都大学法科大学院を卒業。
実績：ＩＴ系企業の立ち上げ支援（定型約款作成，資金決済法関係の助言等），介護事業の
M＆Aの事業承継支援（法務リスクリサーチ支援）等



関西圏国家戦略特区

関西圏雇用労働相談センター

TEL ０６－６１３６－３１９４ E-mail info@kecc.jp

〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号
グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル8階K827号室

YOLO JAPANは、日本在住の外国人で
就労したい方を募集・更には研修をし、
採用を希望する企業に紹介するサービスを展開している会社です。
・初めての外国人採用
・YOLOアカデミアについての詳細
・募集、採用
これらについてはYOLOJAPANへお問合せください。

少子高齢化における人手不足の問題を解消する上で、外国人労働者は非常
に有望な人的リソースとなっております。
今回のセミナーでは、経営者・労務担当者を対象に、外国人材の採用に関連
する助成金とその基盤となる労務ルール（就業規則や雇用契約書をどのよ
うに整備すべきかについて）、注意しておくべき労務トラブル（解雇等）につ
いてわかりやすく解説いたします。またセミナー後、外国人雇用ルール全般
について、弁護士又は社会保険労務士が参加者のさまざまな質問に対応す
るグループコンサルティングを実施いたします。安心して外国人スタッフを
採用できるように是非ご参加ください。
※グループコンサルティングでは、中国語でのご相談も可能です。

セミナー概要

関西圏雇用労働相談センター（KECC）は、国家戦略特別区域
法に基づき、海外からの経営者や新規開業企業やなどが、採
用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に
事業展開できるよう支援しています。
経験豊富な弁護士や社会保険労務士が平日午前11時から午
後8時まで常駐の上、相談対応、セミナーなどを実施しており
ます。 お気軽にお問合せください。

株式会社YOLO JAPAN
〒556-0003
大阪市浪速区恵美須西3丁目13番24号 URL：https://www.yolo-japan.co.jp/


